
－１枚目－

平成　 年　 月　 日
平成　 年　 月　 日

（

★事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）

１　現状把握の部（DO、PLAN）
(1) 事務事業の目的と指標
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楽しく育児を行うことができる。

100

・安心して妊娠生活及び育児が行えるよう、初妊婦、訪問希望の妊婦及び、生後2ヵ月の赤ちゃんと母親を保健師または委託
の保健師助産師が訪問する。
・平成6年の母子保健法の改正により、新生児訪問指導を市町村が行うことになり開始。平成14年熊本県母親のこころのケア
推進事業検討会の発足により、全新生児、全産婦の訪問事業を開始。新生児訪問について、Ｈ20年の児童福祉法等の一部
改正により規定された「乳児家庭全戸訪問事業」と併せて実施。
・開始当初は町の保健師で訪問を実施していた。出生数（人口）が増加していくにつれ、在宅保健師・助産師へ一部委託して
実施するようになった。

①妊娠届後、妊婦情報をパソコン入力する。②妊娠７ヵ月頃に妊婦訪問対象者一覧（台帳）を打ち出す。③初妊婦、訪問希望
の妊婦を訪問する保健師・助産師を割り振る。④訪問対象者のカルテを保健師・助産師に配布する。⑤訪問担当者は、訪問
する日を電話で予約し訪問する。⑥帰宅後訪問記録をする。⑦委託の保健師助産師の訪問後、訪問の報告を受ける。⑧請
求書、訪問記録表受け取る。⑨訪問者の記録を台帳に記載する。⑩請求内容を確認し、委託の保健師・助産師へ支払いを行
う【主な予算費目】 報償費、需用費（印刷製本費）

【業務の流れ】

【事業の内容】
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状況変化を含む)
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妊娠届出数 人

健診で育児が楽しくないと答えた人の数
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【意見や要望】

関係者（住民、議
会、事業対象者、利
害関係者等）からど
んな意見や要望が
寄せられているか？

(単位) (単位)

① 手段（主な活動）　21年度実績（21年度に行った主な活動）（DO） ･
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妊婦訪問、生後２ヵ月児及び母親の訪問

対象者から、「体重の伸びが気になっていたから、訪問に来ていただいて助かります」や「相談できてよかった」などの意見が
ある。



－２枚目－

２　評価の部（SEE）

 達成した 　  達成しなかった ⇒【原因】

 目標達成見込みあり ⇒【理由】  目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】

 向上余地がある ⇒【理由】  向上余地がない ⇒【理由】

 他に手段がある  他に手段がない ⇒【理由】

 統廃合・連携ができる ⇒【理由】

 統廃合・連携ができない ⇒【理由】

 削減余地がある ⇒【理由】  削減余地がない ⇒【理由】

 削減余地がある ⇒【理由】  削減余地がない ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】  公平・公正である ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】  役割分担は適正である ⇒【理由】

４　今後の方向性（事務事業担当課案）(PLAN)
(１) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可

廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　

事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(３) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

初妊婦・生後2ヵ月の赤ちゃん及び母親の訪問は100％ではないため、極力100％に近づけてい
く。また、電話での訪問予約の際、不審に思われる市民がいるため事業の周知を徹底する。

（具体的な手段，事務事業）

効
率
性
評
価

⑥人件費（延べ業務時間）の削減
余地

成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕
様や工法の適正化、住民の協力など）

訪問時間は対象者によって異なり、ゆっくりと母親の話を聞く必要があるため、業務時間の削減
は難しい。また、訪問回数等も対象によって異なる。

＊原則は２１年度の事後評価、ただし複数年度事業は２１年度実績を踏まえての途中評価

⑤事業費の削減余地

合志市

成
果

事務事業名 妊婦・新生児訪問事業 所属部 健康福祉部

(２) 改革・改善による期待成果

事務事業の本年度目標値に対して本年度の
見込みはついているか？

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？
成果を下げずにより正職員以外の職員や委託でで
きないか？（アウトソーシングなど）

②22年度目標達成見込み

所属課

事務事業の前年度実績は前年度目標値を
達成したか、未達成の場合その原因は？

必要最低限の事業費で行っている。

コスト

健康づくり推進課

有
効
性
評
価

①21年度目標達成度評価

目的を達成するには，この事務事業以外他
に方法はないか？類似事業との統廃合がで
きるか？類似事業との連携を図ることにより、
成果の向上が期待できるか？

④類似事業との統廃合・連携の可
能性

③成果の向上余地

次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる
余地はあるか？成果が頭打ちになってないか

維持

低下

訪問についての周知がなされてきている中、まだ連絡が取れない対象者への訪問が出来ない
ケースがあるため、対応を検討する必要がある。

○

目
標
達
成
度
評
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（廃止・休止の場合は記入不要）

訪問により、母親その家族の育児の不安感の軽減できているため、有効な事業である。
訪問についての周知がなされてきている中、まだ連絡が取れない対象者への訪問が出来ないケースがあるため、対応を検討する
必要がある。

３　評価結果の総括（ＳＥＥ）　※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

公
平
性
評
価

向上

維持 増加削減

役
割
分
担
評
価

⑧行政の役割分担の適正化

母子の健康状態を把握できる保健師、助産師が訪問を実施することで、対象に応じたサービス
の提供が出来る。

事務事業のやり方や手段においてこれまでの
行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体
に移行出来ないか？

母子を重点的に訪問をしているが、相談等があれば、その他も訪問しているため、公平・公正
である。

他に類似した事業はない。

⑦受益機会・費用負担の適正化余
地
事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公
平ではないか？受益者負担が公平・公正になっ
ているか？
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